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大河津分水路改修事業を含む
信濃川中流部における治水対策の計画段階評価

信濃川水系学識者会議
第５回中流部会 資料－３



１．流域及び河川の概要

・信濃川水系は、幹川流路延長・年間総流出量日本一の大河川。
上流、中流、下流で地形特性（河道特性・氾濫形態）、降雨特性
及び人口資産の集積状況等が大きく異なる。

・中流部の大河津分水路右岸や長岡市右岸で破堤すると拡散型氾濫
となり、壊滅的な被害。

・上流部及び中流部の洪水は、下流部を経ず、大河津分水路を通じ
て日本海に注ぐ。

・大河津分水路の整備（大正11年通水）により、下流部の安全は大
きく向上し、新潟市等の越後平野で市街化が進展。一方、当時の
技術的制約やその後の治水計画の増補により、大河津分水路区間
の流下能力が低く、中流部全体の治水上の隘路となっている。

①信濃川の概要

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価※ １．流域及び河川の概要
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【河川概要】
◎幹川流路延長 ３６７km
◎流域面積 １１，９００km2
◎流域内 人口 約２９５万人

一般資産 約３４兆円
市町村２５市１７町１８村

新潟県

新潟市

燕市

長岡市

小千谷市

十日町市

魚沼市

南魚沼市

信濃川中流部

信濃川下流部

魚
野
川

（谷
川
岳
を
水
源
）

信濃川上流部

信濃川本川
（新潟・長野県境～魚野川合流点）
※千曲川よりつながる

信濃川本川
（魚野川合流点～大河津分水路分派点）

大河津分水路

大河津分水路分派点

信濃川・魚野川合流点

新潟・長野県境

三条市

加茂市

※信濃川は、長野県内
では千曲川と呼ばれる

※中流部、上流部の洪水は、
大河津分水路により全量流下

（信濃川下流部へ流さない）

大河津分水路右岸で破堤した場合

新潟市

氾濫シミュレーション結果

長岡市右岸で破堤した場合

長岡市

小千谷市

河道：平成25年度末時点
流量：S56.8小千谷戦後最大洪水と同規模

（9,800m3/s）

：破堤点

河道：平成25年度末時点
流量：S56.8小千谷戦後最大洪水と同規模

（9,800m3/s）

：破堤点

信濃川・魚野川
合流点

洗堰
分派点

低平地である広大な越後平野に氾
濫が拡がり、その影響は政令指定
都市新潟市にまで及ぶ

扇状地地形に市街地が形成されて
いる新潟県第二の都市長岡市に、
氾濫の影響が拡がる

※大河津分水路改修事業の実施にあたっては、新規事
業採択が必要。よって、あらかじめ計画段階評価を
行う必要があるが、現在、河川整備計画を策定中。
計画段階評価実施要領に基づき、河川整備計画の策
定プロセスの中で、中流部における治水対策の複数

案の比較、評価を行うこととする。

長野県



②過去の主な災害実績、河川整備の経緯

③地域開発の状況

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価
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１．流域及び河川の概要

・大河津分水路の氾濫区域では、大河津分水路の通水以降、浸水被害が減少
・政令指定都市新潟市では住宅や商業施設が立地し、新潟市西区では砂丘地帯に加えて支川西川沿いの低平地にも市街地が拡大

魚野川の洪水状況（魚沼市（旧小出町））

昭和56年8月洪水時の状況

信
濃
川

湯殿川

信濃川の洪水状況（小千谷市湯殿川合流点）

「横田切れ」による浸水から
２１日後の湛水状況

（新潟市西区新通地区）

明治29年7月洪水
（通称「横田切れ」)

昭和２２年

小阿賀野川

日本海

平成１７年

小阿賀野川

N N 日本海

新潟市

燕市

加茂市

三条市

燕市

新潟市

関屋分水路新潟市西区関屋分水路
（未着工）

新潟市西区
新通地区

凡例
昭和２２年より
平成１５年にかけて
宅地化が進行した範囲

信濃川

三条市

弥彦村

加茂市

燕市

新潟市

三条市

弥彦村

信濃川

新潟市西区

新潟市西区
新通地区

田上町田上町

西川
西川

低平地 低平地

砂丘地帯 砂丘地帯

大河津分水路通水前
の信濃川範囲

拡大拡大

昭和２２年

平成１７年

しんどおり

年次 内容

明治29年7月洪水
（通称「横田切れ」洪水）

燕市（旧分水町）横田地先の信濃川左岸堤防が300mにわたり決壊。
濁流は新潟市まで達し、越後平野一帯に甚大な被害を及ぼす。
死者134名、全半壊12,600戸、浸水55,100戸、耕地冠水73,500ha

明治42年～大正11年
大河津分水路の開削工事　（計画高水流量5,570m3/s）
分水路延長L=10km、川幅（分派点730m、河口180m）
大正11年に通水以降、大河津分水路に洪水を全量流し、下流部には流さなくなった。

昭和49年3月 信濃川水系工事実施基本計画改定　（計画高水流量11,000m3/sに改定）

昭和56年8月洪水（台風15号） 小千谷地点実績9,638m3/s（戦後第1位） 床上浸水1,446戸、床下浸水1,502戸（信濃川中流部）

昭和57年9月洪水（台風18号） 小千谷地点実績9,297m3/s（戦後第2位）半壊家屋1戸、床上浸水52戸、床下浸水322戸（信濃川中流部）

平成20年6月 信濃川水系河川整備基本方針策定

平成23年7月洪水（前線） 小千谷地点実績8,017m3/s（戦後第3位）　床上浸水229戸、床下浸水689戸（信濃川中流部）

黒字：主要な洪水　　青字：改修の経緯



・戦後最大規模洪水（S56.8洪水）と同規模の洪水に対して、大河津分水路区間では河積不足等
により流下能力が不足。また、小千谷地区や十日町地区でも河積不足等により流下能力が不足

・小千谷地点において戦後最大の観測流量を記録した昭和５６年８月洪水では、信濃川でHWLを
超過し、浸水被害が発生

・小千谷地点において戦後第３位の観測流量を記録した平成２３年７月洪水では、信濃川でHWL
を超過し、堤防未施工(無堤)区間で浸水被害が発生

①課題の把握

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価 ２. 課題の把握、原因の分析

２．課題の把握、原因の分析

3大河津分水路・信濃川本川水位縦断図

河川整備計画における上流部・中流部計画流量配分図
（昭和56年8月洪水と同規模の洪水（中流部））
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長岡市川口牛ヶ島地区での浸水状況
平成２３年７月３０日撮影
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２. 課題の把握、原因の分析

魚野川水位縦断図

計算水位は準2次元不等流計算により現
況河道に整備計画案(案)目標流量を流下
させたもの
＜流量＞
測量年次：H23年度
樹木調査：H21年度
河床材料調査：H14～H23年度
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魚沼市下島地区の浸水状況
平成２３年７月３０日撮影

魚野川

HWL

魚沼市下島地区横断図

（魚野川左岸6.5k）

国道

１７号

魚沼市下島地区の浸水状況
平成２３年７月３０日撮影

魚野川

・整備計画案（案）での目標流量に対して、HWLを超過し、長岡市和南津地区や魚沼市下島地区、南魚沼市浦佐地区でも河積不足等によ
り流下能力が不足

・小千谷地点において戦後最大の観測流量を記録した昭和５６年８月洪水では、魚野川でもHWLを超過し、浸水被害が発生
・小千谷地点において戦後第３位の観測流量を記録した平成２３年７月洪水では、魚野川でもHWLを超過し、堤防未施工(無堤)区間で浸
水被害が発生

魚
沼
市
下
島
地
区



◆原因２ 信濃川中流部の低い堤防整備率、河積不足区間の存在

・信濃川中流部では、堤防必要区間延長の約３％が未施工（無
堤）区間。堤防整備状況も完成堤防が約５６％と未だに堤防整
備率が低い。

・土砂の堆積、砂州の形成・発達、河道内における樹木の繁茂が
原因で、洪水を安全に流下させるために必要な河積が不足する
区間が存在する。

・魚野川では、川幅が狭く河積の小さい区間が存在する。

②原因の分析

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価 ２. 課題の把握、原因の分析 ３. 政策目標の明確化、具体的な達成目標の設定
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◆原因１ 大河津分水路の河積不足による水位のせき上げ、流下能力不足

・信濃川水系の最下流部に位置する大河津分水路は、河口付近が山地部かつ狭窄部であることから、河積が不足して
いるため、水位のせき上げが生じ、その影響が上流側に長く及んでいる

３. 政策目標の明確化、具体的な達成目標の設定

信濃川水系河川整備計画案（案）の目標である、戦後最大規模の洪水である昭和５６年８月洪水と同規模の洪水が
発生しても、堤防の決壊、越水による家屋の浸水被害の防止又は軽減を図る

①政策目標

②具体的な達成目標

信濃川中流部の治水安全度の向上



・信濃川中流部での適用性を考慮し、信濃川中流部における複数の治水対策案を立案
・具体的な目標を達成可能で、信濃川中流部で現状において実現可能な案であるかの観点で概略評価を行い、総合評価を行う対策案を

選定

４.複数案の提示、比較、評価

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価 ４.複数案の提示、比較、評価
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メ
ニュ
ー

グループ
治水対策案

★大河津分水路山地部掘削を含む
信濃川中流部における実現可能性、目標に対する治水効果

概略評価
での選定

河
川
整
備
メ
ニ
ュ
ー

Ⅰ．河道掘削
を中心とする
対策案

①
河道掘削を中
心とする案

河道掘削を中心とする案★
（信濃川中流部全川） ○

Ⅱ．新規の洪
水調整施設を
中心とする対
策案

②
新規ダムを中
心とする案

新規ダムのみ ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

新規ダム ＋ 河道掘削等★ ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

③
遊水地を中心
とする案

遊水地のみ ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

遊水地 ＋ 河道掘削等★ ○

Ⅲ．既設ダム
の有効活用を
中心とする対
策案

④
既設ダム嵩上
げを中心とす
る案

既設ダム嵩上げ ＋ 河道掘削等★ ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

⑤
利水容量の買
い上げを中心
とする案

利水容量の買い上げ ＋ 河道掘削等★ ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

Ⅳ．新規に放
水路機能を確
保する対策案

⑥
放水路を中心
とする案

放水路（延長：長）（大河津可動堰下流～日本海に
かけて放水路新設）＋ 河道掘削等 ・延長が現川と同程度必要で用地取得等が多く、社会的影響が大きい ×

放水路（延長：短）（大河津分水路河口山地部付近
で放水路新設）＋ 河道掘削等 ○

洗堰から信濃川下流部へ洪水を流下させる案
＋ 河道掘削等 ・地域の合意形成等に相当な時間を要する ×

Ⅴ．堤防嵩上
げを中心とす
る対策案

⑦
堤防嵩上げを
中心とする案

信濃川中流部全川で堤防嵩上げ ・宅地等の用地取得・移設が必要となり社会的影響が大きい ×

堤防嵩上げ ＋ 河道掘削等 ○

Ⅵ．引き堤を
中心とする対
策案

⑧
引堤を中心と
する案

引堤 ＋ 河道掘削等★ ・宅地等の用地取得・移設が必要となり社会的影響が大きい ×

流
域
対
策

メ
ニ
ュ
ー

Ⅶ．流域対策
案

⑨ 雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 河道掘削等★ ・雨水貯留施設及び雨水浸透施設は、流域状況から効果は小さい ×

⑩ 霞堤の存置 ＋ 河道掘削等★ ・霞堤の存置は、流域状況から効果は小さい ×

⑪ 水田等の保水機能の向上 ＋ 河道掘削等★ ・水田等の保水機能の向上は、洪水のピークに対して効果は小さい ×



①河道掘削を中心とする案 ③遊水地を中心とする案 ⑥放水路を中心とする案 ⑦堤防嵩上げを中心とする案

※記載数値は河道配分流量

日
本
海

←9,800 ←9,800

●
河口

■
小千谷

●堀之内
大河津
分水路

下流部

●
大河津

●小出

●
十日町

魚
野
川
→

中流部
（信濃川）

上流部
（千曲川）

県境

長野県
管理区間

新潟県
管理区間

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価

7※信濃川本川の流量は、信濃川上流部における「河道掘削＋既設ダムの有効活用」による治水対策実施を前提に設定
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遊水地の設置
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築堤

河道掘削・築堤

小千谷

築堤 L=約17,600ｍ 掘削工 V=約15,700千m3
第二床固改築 一式 分水路護床工 A=約230千m2
橋梁架替 １橋

築堤 L=約17,600ｍ 掘削工 V=約15,400千m3
第二床固改築 一式 分水路護床工 A=約230千m2
橋梁架替 １橋 新規遊水地 一式

河道掘削により、河積を確保する案
（大河津分水路の山地部掘削を含む）

河道掘削・山地掘削

洪水の一部を信濃川中流部の上流域で遊水地に
よりカットし、河道掘削量を①案より減じた案
（大河津分水路の山地部掘削を含む）
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トンネル放水路

築堤 L=約16,300ｍ 掘削工 V=約6,800千m3
第二床固補修工 一式 トンネル放水路 一式
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築堤

河道掘削・築堤

小千谷

堤防嵩上げ

築堤 L=約32,300ｍ 掘削工 V=約6,200千m3
第二床固補修工 一式 分水路護床工 A=約520千m2
橋梁架替 ４橋 洗堰・可動堰改築 一式

大河津分水路での流下能力不足の原因となって
いる河口部でトンネル放水路を新規に設け、洪
水を処理する案
（河口部以外は①案と同じく河道掘削を実施）

遊水池による効果（200m3/s）

※記載数値は河道配分流量

日
本
海

←9,800 ←9,800

●
河口

■
小千谷

●堀之内
大河津
分水路

下流部

●
大河津

●小出

●
十日町

魚
野
川
→

中流部
（信濃川）

上流部
（千曲川）

県境

長野県
管理区間

新潟県
管理区間

※記載数値は河道配分流量

遊水地

日
本
海

←9,600 ←9,600

●
河口

■
小千谷

●堀之内
大河津
分水路

下流部

●
大河津

●小出

●
十日町

魚
野
川
→

中流部
（信濃川）

上流部
（千曲川）

県境

長野県
管理区間

新潟県
管理区間

※記載数値は河道配分流量
新規放水路

日
本
海

←8,300 ←9,800

●
河口

■
小千谷

●堀之内
大河津
分水路

下流部

●
大河津

●小出

●
十日町

魚
野
川
→

中流部
（信濃川）

上流部
（千曲川）

県境

長野県
管理区間

新潟県
管理区間

←1,500

…河道掘削範囲
…トンネル放水路
…堤防嵩上げ区間

河口～大河津分水路山地部のせき上げ影響区間
（信濃川本川10k付近）まで、現在の堤防に嵩
上げを行い、河積を確保する案（堤防嵩上げ区
間以外は①案と同じく、河道掘削を実施）

流
量
配
分
図

河道掘削

４.複数案の提示、比較、評価

築堤 築堤

第二床固改築

護床工

第二床固改築

護床工

第二床固補修 第二床固補修

護床工
洗堰・可動堰改築

遊水地

遊水地による効果（２００m3/s）



４案のうち、「コスト」について最も有利な案は、案①「河道掘削を中心とする案」であり、
他の評価項目でも当該評価を覆すほどの要素がないと考えられるため、案①による対策が妥当

５．対応方針（原案）

信濃川中流部における治水対策の計画段階評価 ５.対応方針（原案）

8

治水
対策案

評価軸

①河道掘削を中心とする案
大河津分水路山地部掘削＋河道掘削

③遊水地を中心とする案
大河津分水路山地部掘削

＋河道掘削＋遊水地

⑥新規放水路を中心とする案
大河津分水路河口部トンネル放水路

＋河道掘削

⑦堤防の嵩上げを中心とする案
大河津分水路の堤防嵩上げ＋河道掘削

治水
安全度

・目標とする治水安全度を確保
・整備効果は順次発現

・目標とする治水安全度を確保
・遊水地の効果は事業完了時点で発現

・目標とする治水安全度を確保
・放水路の効果は事業完了時点で発現

・目標とする治水安全度を確保
・堤防嵩上げの効果は完了区間から順次発現
・堤防嵩上げ区間では、万一破堤した場合の
影響範囲は、現計画に比べ大きくなる

コスト 完成までに要する費用
約２，０００～２，２００億円

維持管理に要する費用 約１８億円

完成までに要する費用
約２，２００～２，４００億円

維持管理に要する費用 約１９億円

完成までに要する費用

維持管理に要する費用
約２，５００億円

約３０億円

完成までに要する費用

維持管理に要する費用
約２，３００億円

約１９億円

実現性 ・大河津分水路山地部掘削の用地取得に
関する調整をこれから実施する必要があ
るものの、大河津分水路の拡幅は地元要
望であることから、他案に比べ、実現性
が高いと考えられる
・河道掘削は、一部堤外民有地の用地取
得が必要となるが、事業実施の大きな障
害とはならない
・法制度上、技術上の観点から実現性の
隘路となる要素はない

・大河津分水路山地部掘削、河道掘削は、① 
案と同じ
・遊水地の用地取得、地役権設定等の調整を
これから実施するため、多大な時間を要する 
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路
となる要素はない

・河道掘削は、①案と同じ
・放水路の用地取得、家屋補償等の調整をこ
れから実施するため、多大な時間を要する 
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路
となる要素はない

・河道掘削は、①案と同じ
・堤防嵩上げ区間の用地取得、家屋補償等の
調整をこれから実施するため、多大な時間を
要する
・堤防嵩上げ区間での橋梁架替えについて管
理者との調整が必要
・法制度上、技術上の観点から実現性の隘路
となる要素はない

持続性 ・大河津分水路山地部掘削、河道掘削後
の土砂堆積、堤防等の持続的な監視・観
測が必要であるが、管理実績があり、適
切な維持管理により持続可能である

・大河津分水路山地部掘削、河道掘削後の土
砂堆積、遊水地、堤防等の持続的な監視・観
測が必要であるが、管理実績があり、適切な
維持管理により持続可能である

・河道掘削は、①案と同じ
・トンネル放水路内の土砂堆積等の持続可能
な監視・観測が必要となるが、管理実績があ
り、適切な維持管理により持続可能である

・河道掘削は、①案と同じ
・第二床固、副堰堤、床止め群の維持修繕が
必要であるが、いずれも管理実績があり、適
切な維持管理により持続可能である

柔軟性 ・大河津分水路山地部掘削及び河道掘削
の掘削量の調整により、一定程度柔軟な
対応が可能である

・大河津分水路山地部掘削、及び河道掘削は、
①案と同じ
・遊水地は地形上又は構造上可能な範囲内の
改良等、一定程度柔軟な対応が可能である

・河道掘削は、①案と同じ
・トンネル放水路の改良は困難であり、柔軟
な対応は容易ではない

・河道掘削は、①案と同じ
・堤防の更なる嵩上げは技術的に可能である
が、橋梁や堰の更なる改築が伴い、柔軟な対
応は容易ではない

地域社会へ
の影響

・大河津分水路山地部掘削、及び河道掘
削施工中は、土砂搬出車両の通行により、
周辺地域への影響が想定されるものの、
影響範囲は限定的と考えられる
・治水安全度の向上が地域振興に資する
と考えられる

・大河津分水路山地部掘削、及び河道掘削は、
①案と同じ
・遊水地の整備に当たり、移転を強いられる
整備地と受益地である下流部との間で、地域
間の利害の衡平の調整が必要となる
・治水安全度の向上が地域振興に資すると考
えられる

・河道掘削は、①案と同じ
・治水安全度の向上が地域振興に資すると考
えられる

・河道掘削は、①案と同じ
・治水安全度の向上が地域振興に資すると考
えられる

環境への影
響

・大河津分水路山地部掘削は、動植物の
生息・生育・繁殖環境に影響を与える可
能性があり、環境保全措置を講じる必要
があると考えられる
・大河津分水路山地部掘削で景観が変化
するが、影響は限定的と考えられる。 
・河道掘削は、ほとんどが平水位以上の
掘削であるため、河川環境への影響は小
さく景観への影響は限定的と考えられる

・大河津分水路山地部掘削、及び河道掘削は、
①案と同じ
・遊水地の整備により影響が及ぶ範囲は限定
的であると考えられる。
・周囲堤等の整備により景観が変化するが、
影響は限定的と考えられる

・河道掘削は、①案と同じ
・放水路ルート上や放水路出口において動植
物の生育・生息・繁殖環境に影響を及ぼす恐
れがある
・放水路の呑口、吐出し部において景観が変
化するが、影響は限定的と考えられる

・河道掘削は、①案と同じ
・堤防嵩上げ区間では、河道内の掘削を行わ
ないことから、環境への影響は小さいと考え
られる
・堤防嵩上げ区間では、堤防高が上昇するこ
とで景観が変化するが、影響は限定的と考え
られる

総合評価 ○ △ × △
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大河津分水路の概要



-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-1.00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

標高(TP.m)

距離(k)

大河津分水路 河床高 経年変化図

T11 当初計画 河床高
S2 自在堰 陥没時
S6 可動堰 完成時
S55 最深河床
H18 最深河床
H23 最深河床

可動堰

第一床固
（旧自在堰地点)

五千石床留大河津床留新長床留石港床留第二床固

大河津橋
越後線

渡部橋

野積橋

自在堰陥没時
７号ピア地盤高

分水路開削時に発生した右
岸地すべり（大正8年撮影）

崩落し分水路に
流れ込んだ土砂

第二床固

大河津分水路 最深河床高の変遷図（大正11年通水～平成23年現況）

通水後５年で
河口から河床低下が伝播

第二床固下流左岸の
河床洗掘状況(昭和16年撮影)

← 通水から５年で陥没した
自在堰（昭和2年撮影）

～大河津分水路 通水以来の河床低下との戦いの歴史～

・大正１１年の分水路通水以降、急激に河床低下が進行し、通水からわずか５年後の昭和２年に可動堰の前身の施設である自在堰が陥没する事故が発生
・これを受け実施した「信濃川補修工事」では可動堰及び床止め群を設置
・床止め群は、突出した構造により、床留上流の水位を上昇させて水面勾配を緩くすることで流速を抑え、河床低下を防ぐ機能を有する
・特に、大河津分水路最下流部の「第二床固」は、河口からの河床低下の伝播を止め、流速を抑え、分水路の洪水のエネルギーを減ずることにより、開削当
時の地すべり発生地帯の河床低下を抑え、大河津分水路の河床安定に寄与する要の施設

・第二床固は、設置から８０年余りが経過し、施設本体や水叩きにひび割れが発生するなど老朽化が顕著
・大河津分水路が洪水処理機能を発揮するためには、通水以来河床の低下対策を講じ続けてきたことを踏まえ、将来にわたっても大河津分水路の河床安定性
を確保することが不可欠

通水後５年で
約１０ｍ河床低下

通水時
の河口現在

の河口

・大河津分水路は、越後平野の洪水防御のため、明治２９年(1896)
の大洪水「横田切れ」を契機に開削され、大正１１年(1922)に通
水し、以降現在に至るまで越後平野の発展の礎

・通水当時の分水路の計画は、河口山地部の掘削量を減らすため、
通常の河川とは逆に、河口に向かうにつれて川幅を漏斗状に狭め、
勾配を急にして流速により洪水を処理

・分水路通水前の信濃川は河口まで約６０ｋｍかけて流下
・分水路により信濃川をショートカットしたことで、河口までの距

離は約９ｋｍ、勾配が急となった

～大河津分水路 建設当時の計画の概要～

軟岩露頭区間（7.8k～6.6k）

開削当時の地すべり発生地帯
（大正４、８、１３年発生）…軟岩露岩範囲

通水前
約
６０
ｋｍ

通水後
９ｋｍ

山地を経過するが故に、掘削土量軽減のため上流から下流に向かって順次幅員を減じ、逆に其勾配を上流に
緩にし下流に峻ならしめたのであるう。

斯の如き不自然なる水面勾配が維持せられるがためには、次の如き二個の前提を絶対に必要とするであろう。
・河床を構成する地層が十分に抵抗し得る程度に流速が緩である場合が其一。
・分水路を横断して適当なる間隔を置いて連続的に床固め工事を施し、水面勾配を局部的に緩にし、以て不
自然なる水面勾配を人工的に維持する方策を講ずることが其二。

大河津分水路 河口域の軟岩露岩箇所及び地すべり分布平面図

平常時の第二床固全景（昭和6年完成）

平成23年7月→
洪水時

第二床固水叩き部のひび割れ

大河津分水路河床維持の思想 （「信濃川補修工事」に携わった技術者・宮本武之輔の述懐より一部再構成）

大河津分水路の概要

1/700 1/2,0001/500 1/2,095

）

1/7001/500 1/3,836
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大河津分水路の通水当時の計画図（第２期工事計画図）
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